
呼吸器機能障害は、嘱託医相談や審議会への諮問を要する申請が非常に多く、

診断書の内容確認として、ほとんどのケースにおいて「確認書」（別添）の追加提

出を求めている状況です。

確認書（別添）に記載されている内容を「６ その他の臨床所見」や診断書１枚目

「⑤総合所見」欄等に記載をお願いします。

「換気の機能」の検査が実施できない場合、その理由を診断書余白にご記入くださ

い。

また、肺機能検査所見があれば、別添で提出をお願いします。

「活動能力の程度」は等級を決定する際に、重要な項目となります。

医師の意見等級と照らし合わせ、必ずチェックをお願いします。

ア‥‥‥非該当

イ・ウ‥･４級相当

エ・・・・・３級相当

オ・・・・・１級相当

「動脈血ガス」の検査は、認定基準上、安静時の「室内空気下」で実施された検査所見

である必要があります。

やむを得ず「酸素投与下」での検査所見の場合、診断書余白に「酸素投与下：酸素量

（ ）ℓ」を必ずご記入ください。

※ 「酸素投与下」での検査所見の場合、社会福祉審議会（年４回開催）での諮問を要

するため、手帳交付までに時間がかかります。（※諮問の結果、非該当となる事例も

あります。）


